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令和 7 年度(2025 年度) 熊本県介護職員確保支援事業 

「地域に密着した小規模事業所の協働をすすめる事業」 報 告 

熊本県地域密着型サービス連絡会 

Ⅰ 事業実施の骨子 

小規模な事業者が多い介護業界の中でも、特に地域密着型サービスの事業者は小規模であり、人材不
足・物価高騰の中で廃止や休止、更に倒産等になる状況が生じている。このままの状況が続くと、地域
での暮らしを支える事業所が減少し、在宅での暮らしが不可能となる。 

本年度は、小規模な事業者が協働して、これからの介護を守るために取り組み可能な 3 本の柱に取り
組んだ。 

そのⅠ  県内の小規模な事業所が連携することで、介護現場の生産性向上と定着促進を図ることを目
指し、取り組み事例を検討し、可能なところから取組を開始することとした。 

当連絡会内で小規模法人のネットワークづくりや共同してのスーパーバイザーを配置することも検討し
た。 

そのⅡ  人材不足を地域の事業所が協働して、地域の皆さまの力を生かし生活支援を担う皆様を育成
する方向を確認した。 

検討する中で、やまがの恩送りの会の事例に学び、協働しての生活支援への取り組みを県内に広めるこ
とは有効となった。 

そのⅢ 地域密着型サービスの使命は、地域を支えることである。しかし多くの事業所はこれまで給付
事業には取り組んでいても、地域支援には取り組んでいない。そのことができる人材が各事業所にはま
だ不在である。この人材を育成してこそ地域密着型サービスの役割を果たせるとして、人材育成に取り
組んだ。 

地域を支える人材育成のため、石川県加賀市・小松市の実践的取り組みを共に学び、継続して育成する
こととした。また、国の動向も踏まえた取り組みについて検討した。 
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Ⅱ 本事業の実施状況(経過) 

〇 月 1 回の検討会・研修会と月 1 回の拡大事務局での勉強会を開催した。 

本事業は申請後準備に入り、確定後 5 ケ月間での事業実施となる。県内各種団体での研修とも重な
り、当連絡会としては全体に呼びかけるのは月 1 回の研修が限界であると判断し開催した。併せて拡大
事務局レベルでの小規模事業所の協働をすすめるための勉強会も月 1 回で行った。結果、13 回の研修・
検討会・勉強会の予定のところ 9 回の開催となった。(内 2 回は他の団体等へも呼びかけ公開研修とし
た) 

11 月 6 日  本事業実施に向けての勉強会    

会場 いつでんきなっせ 地域交流室 

  講師 連絡会代表 川原秀夫 

12 月 12 日 検討会(課題について共有化) 

会場 丸ごとセンター月出 地域交流室 

講師  連絡会代表 川原秀夫 

12 月 27 日 勉強会 介護保険制度改定について      

会場 丸ごとセンター月出 地域交流室 

  講師 連絡会代表 川原秀夫 

1 月 16 日  勉強会 地域を支える人材 地域コーディネーターの具体的取組(包括のブランチ、

ひきこもり支援より) 

  会場 丸ごとセンター月出地域交流室  Web にて 

  講師 社会福祉法人共友会(石川県小松市) 事務局 岡安努氏 
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2 月 14 日    公開研修会  協働化の実際 連携法人 

  会場 熊本県民交流会館パレア 

講師: 社会福祉連携推進法人リガーレ(京都) 山田尋志氏 

社会福祉連携推進法人ジョイント＆リップル 小笠原嘉祐氏 

2 月 25 日  勉強会 当連絡会での協働化の可能性について 

連携の要件、災害時の取組みから    

会場 丸ごとセンター月出 地域交流室 

講師   小規模部会 世話人 稲冨慎一 

熊本 DCAT 先遣隊 坂本陽一 

3 月  7 日 公開研修 

「介護保険改正とこれからの私たちの取組みを考える」 

  会場 熊本市国際交流会館ホール 

  講師 厚生労働省老健局総務課課長 江口満氏 

3 月 18 日    生活支援の住民の取組み やまがの恩送りの会 

会場 丸ごとセンター月出地域交流室 

講師:(一社)やまがの恩送りの会理事 田河正行氏 

3 月 22 日  勉強会 次年度に向けて      

 会場 丸ごとセンター月出地域交流室 

 講師 特定非営利活動法人コレクティブ 山下力     延べ 248 名参加 
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社会福祉連携推進法人リガーレ(京都) 山田尋志氏 

社会福祉連携推進法人ジ
ョイント＆リップル  
小笠原嘉祐氏 

連携について、社会福祉連携法人から学ぶ。 

4



「介護保険改正とこれからの私たちの取組みを考える」 

厚生労働省老健局総務課課長 江口満氏 
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学習会の様子 生活支援の住民の取組みについて 

(一社)やまがの恩送りの会理事 田河正行氏 
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Ⅲ 　検討し確認したこと 

月 1 回の検討会・研修会と月 1 回の拡大事務局での勉強会を通して、当連絡会として「地域に密着し
た小規模事業所の協働をすすめる」ことが必要で、どのような取り組みが可能か検討してきた。 

本事業の 3 本の柱について、結論は次のとおりである。 

① 協働化は可能
② 生活支援も事業化可能
③ 人材育成は必須

それぞれについて、検討内容は下記の通り。 

① 協働化は、可能
令和７年度補正予算で「生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に対して賃上げ支援を上
乗せ」と示されたことで、取り組まざるを得ないとの雰囲気になっている。
それは令和 8 年度改定でも「生産性向上や協働化の取組」として確立されようとしている。

 協働化と大規模化について、社会福祉連携推進法人ジョイント＆リップル代表理事小笠原嘉祐氏
と社会福祉連携推進法リガーレ代表理事山田尋志氏から次のようにコメントされた。 
両連携推進法人では「貸付業務」は行わないことにしている。これを行うと会員間での上下関係が
生まれ、ひいては大規模化となる。連携法人で大事なことは、連携・協働であり下記のような内容
が協働できる。 

令和８年度改定による取得要件（案）の整理

加算Ⅰ加算Ⅱ加算Ⅲ加算Ⅳ未取得

・賃金体系等の整備及び研修の実施等（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ）

・加算Ⅳ相当額の２分の１以上を月額賃金で配分

◎◎○○職場環境の改善
（職場環境等要件）

○○○昇給の仕組み
（キャリアパス要件Ⅲ）

○○改善後賃金年額440万円
（キャリアパス要件Ⅳ）

○経験・技能のある介護職員
（キャリアパス要件Ⅴ）

加算 I・Ⅱを取得した
事業者の介護職員分の
加算率を上乗せ

キャリアパス要件Ⅰ～Ⅳ及び職場環境等要件は
令和８年度中の対応の誓約で可。

生産性向上や協働化の取組令和８年度特例要件

注）新たに対象となる訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等は、加算Ⅳに準ずる要件（キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ
及び職場環境等要件）又は令和８年度特例要件により算定可能。

（※）令和７年度補正予算案による生産性向上や協働化の取組（現時点の想定）
ア）訪問、通所サービス等︓ケアプランデータ連携システムに加入（又は見込み）等。
イ）施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等︓生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを取得（又は見込み）等。
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㋐地域福祉支援業務 「地域における公益的な取組」の企画・立案、実施 
㋑災害時支援業務  福祉サービスの利用者の安全を確保し、災害備蓄品の分担、BCP の作成及

び災害時訓練 
㋒経営支援業務  経営方法に関する知識の共有、会員の財務状況の分析・助言 
㋓人材確保等業務 会員の人材の合同募集、会員間の人事交流、合同研修の実施等の調整業務 
㋔物資等供給業務 災害時及び感染拡大期等における相互の物資供給、共同購入 
㋕その他業務   各種委員会などの協働開催、各種イベント、講演、セミナーの企画、開催、運

営管理 
(社会福祉連携推進法人ジョイント＆リップル資料を一部改編) 

勉強会では、当連絡会でも上記の㋐は可能、㋑は既に取り組んでいる、㋔も災害時には実施している
ももう少し明確に位置づける必要、㋕は既に行っているが明確に会員間での意志確認が必要とされた。
その中で特に㋒や㋓が可能か論議となった。 

㋐ 地域と共に、地域を支え、地域から支えられるのが地域密着型サービスであり、これから更に地域
への取組みをすすめていく。とりわけ 2 ケ月に 1 回開催している運営推進会議は地域とのつながりを創
る大事なツールであり、既に 20 年近く地域と一緒に地域の課題に取り組んでいる事業所もある。 

「丸ごとセンター月出」のように地域支援を目的に創設された事業所もできてきている。大規模施設と
は異なった地域に密着している事業所こそ取り組めることを明確にし、地域貢献していく。これはひと
つの事業所だけでは困難な場合もある。ノウハウを持つ事業所の力も生かし、協働しての取組みを検討
する。 

㋑ 災害時支援は、東日本大震災、熊本地震、令和 2 年 7 月豪雨災害、能登地震と災害支援を行ってい
る。だがそれはまだ一部の法人・事業所に限られている。できているところは更に訓練を重ね万一の時
に機能できるようにする。一方でまだ取組めていないところ(形式的な BCP の作成にとどまっていると
ころ)が課題である。いくつかの法人・事業所が手を取り合い、万一の時に備えていく必要がある。 

災害時には➀自事業所が事業継続できるように備えしていくこと(BCP)と②連携した事業所に支援に当
たること、③更に小多機では利用者は地域の中に住んでいて被災を受けたらその場に支援に行くこと、
➃更に地域の皆さまを支援すること、それぞれの活動がある。連絡会としては➀～➂に対応し、➃が
DCAT の役割ではないか。国は災害救助法で災害時の福祉支援を位置づけ、避難所だけでなく車中避難
や在宅避難へも支援する準備を始めている。

感染症対策も一つの事業所が全滅状態になり、支援が必要になることがある。ここでも連携する事業所
が多ければ支援ができる。この一点だけでも連携をすすめるべきとの意見があった。 

㋒ 経営的に厳しい法人・事業所は身売り・M&A 等が始まっている。その中にはケアマネが確保でき
ないために事業所を閉鎖したところもある。少しの情報共有や助言で経営改善につなげることも可能で
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はないか。経営者・管理者レベルでの相談し合える場が必要。また合同での経営コンサルの導入も検討
することが必要ではないか。 

バックオフィス業務等の間接業務の効率化等を進めることについて、「会計事務所」的なことなら可
能。また請求業務も同じく委託可能ではないか。しかしその費用によっては効率化にはならない可能性
もあるとの意見が出された。次年度にコストも含めて検討し可能性を探ることにする。 

㋓ 小規模な事業者(所)は、独自で大々的な求人はできない。多くの介護職員がより処遇の良い産業へ
と流出している状況の中で、例えば小規模多機能の事業所の良さをアピールすることで求人につながる
可能性もある。検討すべきとなる。 

人的交流が図れれば地域の事業所のレベルアップにつながり、それが利用者確保にもなり経営安定にも
なる。小さな事業所内での研修は固定化した研修となり、スタッフのレベルに合わせた研修は難しい。
それを合同研修としてできれば人材育成もやれる。人材の確保と定着が図れるので早急に取り組むべき
となった。 

㋔ 共同した物資購入について、それぞれで地域の繋がりもあり難しいところもあることを前提に、し
かしバラバラ仕入れるより共同しての仕入れが安価になることは自明のこと。 

㋕ 職場環境の改善業務の効率化、テクノロジーを活用した職員の業務負担の軽減やケアの質の向上に
資する取組など、介護事業の体質強化につながるように連携することが必要。各種委員会などの協働開
催は直ぐにでも行いたいこと。 

次年度、可能なら小規模法人のネットワーク化による共同推進事業に手を挙げたい。その中で共同して
のスーパーバイザーを配置し、実際に動き出したい。 

○ 小規模な社会福祉法人においても「地域における公益的な取組」を行う責務を果たすため、複数の社会福祉法人等が参画するネット
ワークを構築し、ネットワーク参画法人のそれぞれの強みを活かした地域貢献のための協働事業を試行するとともに、協働事業に十分
な人員体制の確保のため、合同研修や人事交流等の、福祉・介護人材の確保・定着に向けた取組を推進する。

○ また、希望するネットワークは、参画法人の事務処理部門の集約・共同化やＩＣＴ技術の導入を行うことにより、参画法人の事務の
効率化を図るとともに、令和４年４月から新たに施行され、より強固な連携・協働を行うことが可能となる「社会福祉連携推進法人」
に移行することを見据えた基盤作り（※）も可能。
（※）事業メニュー「社会福祉連携推進法人の立ち上げに向けた支援」（R4～）も活用し、小規模法人の連携・協働化の支援を推進。

１ 事業 の目的

小規模法人のネットワーク化による協働推進事業
社会・援護局福祉基盤課

（内線2871）

令和６年度当初予算 3.5億円 （3.5億円（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の内数））

○ 社会福祉法人の地域の福祉ニーズへの対応力の強化や、経営基盤の強化のため、社会福祉連携推進法人の設立を推進するとともに、
その設立に至らない小規模法人についても、引き続き連携による機能強化や基盤作りが重要であるため、これを推進する。

○ 実施主体︓都道府県・指定都市・中核市・一般市（特別区含む）
○ 補助率︓定額補助

都道府県
指定都市
中核市
一般市 【社会福祉法人Ａ】【社会福祉法人Ｂ】

小規模法人ネットワーク

【社会福祉法人Ｃ】【学校法人Ｄ】

補助
(社協等
への委託
も可)

２ 事業の概要・スキーム

メニュー
① 社会福祉連携推進法人の立ち上げに向けた支援（１回限り、1,000千円）
→ 円滑に法人の設立を行うための設立準備会や合同研修会を行う。

１．社会福祉
連携推進法人
設立支援事業

（年間4,000千円、
② 各法人の強みを活かした地域貢献のための協働事業
→ 地域課題の解決を図るための取組を立ち上げ、試行する。

２．法人間連
携プラット
フォーム設置
運営事業

原則２か年）③ 福祉・介護人材の確保・定着に向けた連携の推進
→ 合同研修会や人事交流等を通じ、人材の確保・定着を図る。

④ 参画法人の事務処理部門の集約・共同化の推進（１回限り、3,200千円）

⑤ ＩＣＴ技術導入支援（１回限り、2,000千円）
→ プラットフォームの取組を効果的・効率的に行うため、ＩＣＴ技術を導入する。

0

9



② 生活支援も事業化可能

下記は厚生労働省の資料である。 

経営の協働化の事例として、「やまがの介護協働推進ネットワーク」の事例が挙げられている。 

しかし、県内でもその取り組みはほとんど知られていない。 

やまがの介護協働推進ネットワークは、給付事業ではない生活支援の部分を協働化しようとする取り組
みである。「現在でも山鹿市の介護事業所では、スタッフが全市で不足していて求人しても応募がない状
態となっている。とりわけ訪問介護では顕著である。今後この不足は続き、10 年後にはスタッフ数は
60～70%になるが、そこを全要支援・要介護者に対する生活支援サービスを住民の皆様の力で整備する
ことにより、介護崩壊を防ぐものである。」(詳細は添付資料参照) 

現在県内の事業者特に小多機では、利用者の生活支援にまでスタッフを配置できなくなっている。この
生活支援(掃除、洗濯、ごみ出し、食事作り等)を地域の力で支えてもらえれば、事業所は真に要介護特
に重度の方々への支援が継続できる。 

やまがの恩送りの会は、互助組織となっている。会員同士が助け合う形で運営されている。現在小多機
の生活支援部分も恩送りの会の会員が有償で関わり、事業所はその対価を支払っている。(最低賃金を下
回らない額を設定) それでも介護スタッフがぎりぎりの事業所にとっては有効な力となっている。 

このような生活支援の事業化は、県内全域で可能かは疑問な点も多い。高齢者の雇用もすすみ、働きた
い高齢者は既に働き始めている。しかし、地域によっては取り組み可能ではないか。 

介護サービス事業所の経営の協働化の事例②（インタビュー調査）

協働化の好事例では、平成29年の社会福祉法改正により社会福祉法人の役割に「地域における公益的な取組」が位
置づけられたこと等を契機とした連携が行われていた。協働化により、教育体制の整備による人材育成、共同購入・経
費削減、地域貢献などの成果が得られている。

・新潟県地域振興局健康福祉部より提
案があり、設立準備委員会を立ち上
げて開設。

やまがの介護
協働推進ネットワーク
（10法人・10事業所）

一般社団法人福智町
社会福祉連携協議会

（24法人・52事業所）

妻有地域包括ケア
研究会

（12法人・88拠点・164事業所）

・平成 29年の社会福祉法の改正を契
機として、社会福祉協議会が推進役
を担い、平成28年６月に福智町社会
福祉法人公益活動連携協議会を設立。
・令和３年4月に法人化。

・介護崩壊の危機感を契機として、生
活支援コーディネーターのいる法人
が中心となり、連携を実施。

・人財育成の協働化により、ケアの質向上、職員のや
りがい・働きがいにつながり、離職率が２桁から１
桁に落ち着いた。
・備品の共同購入によりボリュームディスカウントを
受けることができた。

・合同での人財募集のチラシ作成や、専用ページの開
設、外国人介護人材の受入体制等の整備を行った。ま
た、合同研修により講師費用等を抑えることができ
た。
・マスクや抗原検査キットなどの共同購入を実施。また
、電力会社と交渉し大規模特約割引契約に至った。

・地域住民と施設職員との共同研修を実施。
・山鹿市の全世帯に求人チラシを年２回配布。在宅を支
援する職員が不足しているため、「働くことので き
る高齢者」等へ働きかけ、職員確保に務めている。

協働化（法人間連携）の経緯 協働化により得られた成果

※1 令和３年度老人保健健康増進等事業「介護経営の大規模化・協働化に関する調査研究事業事例集」をもとに作成

※2 各好事例は、小規模法人のネットワーク事業の補助金を活用して運営。

52
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③ 人材育成は必須

地域支援には取り組む事業所を増やすために、この 3 年間連絡会として「地域コーディネーター」の
育成に取り組んできた。石川県加賀市の包括のブランチや川崎市の生活支援コーディネーターの小多機
への委託、京都市でのコミュニティーケアワーカーの配置等が行われていて、これが地域密着型サービ
スの強みとなっている。

 今回の介護保険の見直しで「中山間・人口減少地域」での特例介護サービスが位置付けられた。 

そこでは介護サービスを事業として実施することまで明記された。 

これからの構想
ミクロ(個)とメゾ(地域)をつなぐサービス拠点

地域のコーディネートを行う機能(相談支援の機能と合わせて)を持つ、地域の拠点
「地域ケアステーション(丸ごとセンター)」(仮称)を創る

圏域は小学校
区～中学校区

「介護サービス」(個別支援)「地域支援事業」

地域を支える
地域の拠点 地域の相談・支援 / 地域コーディネート機能を必須とする

介護 サービスを 事業 として 実施 する 仕組 み

＜事業による仕組みを活用することが想定されるケース＞

①通常の訪問圏域 を越えて訪問

訪問圏域

②他サービス 事業所 から 訪問

訪問機能＋
通所介護等

③複数近隣自治体 にまたがる 訪問

A市B市
C市

＜収入のイメージ＞

出来高の報酬
（現行）

事業 による 仕組 み 上記 に加えて 、中山間 ・人
口減少地域 における 追加的
な経費等を勘案

包括的な評価
（特例介護 サービス

の新たな 類型）

介護保険制度 の 見直 しに 関 する 意見 （ 抜粋 ）

（介護サービスを事業として実施する仕組み）
○ 今後、2040年を見据えると 、サービスを 提供する担い手だけでなく 、更なる利用者 の減少が進む地域も想定される 中、上述のような 給付

における 特例の仕組みを活用しても 、なおサービス 提供体制 を維持することが 困難なケースが 想定される 。
○ こうした 地域においても 、契約に基づき利用者本位 でサービスを 選択するという 介護保険 の制度理念 を維持するとともに 、利用者 が住み

慣れた 地域を離れ、在宅での生活を継続することが 困難となる 状況を防ぐことが 重要である 。
○ このため 、こうした 場合 に備えた 中山間・人口減少地域における柔軟なサービス基盤の維持・確保の選択肢の一つとして 、 給付の

仕組みに代えて、市町村が関与する事業により、給付と同様に介護保険財源を活用し、事業者がサービス提供を可能とする仕組みを
設けることが 適当 である 。

○ この 仕組 みにおいては 、要介護者等 に対して 、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等といった給付で実施するサービスを実施で
きるようにするとともに 、 こうしたサービスを組み合わせて提供することが 考 えられる 。 （略）

17
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これまでの介護保険サービスのやり方では、介護サービスが成立しない⇒介護崩壊となる地域において
市町村において事業として成り立たせるとするものである。現在は総合事業としてあるが、これが更に
膨らんでいくものと考える。 

ここで医療・介護専門職がより専門性を発揮しつつ、高齢者や多様な主体を含めた地域の力を組み合わ
せるという視点に立ち、地域をデザインしていくことが必要とされる。 

 こうしたことをこれまでの事業所では行っていない、その必要はなかったと言える。しかし今後は地
域の力を集める、生かしていく力が必要になる。 

今回は石川県加賀市・小松市での包括のブランチやひきこもり支援の取組みから、地域コーディネー
ターの活動の実例を学んだが、これからの「地域共生社会の実現」には地域を視点に置いた人材育成が
問われることが明らかになった。

人材育成は、単年度で終わるものではない。これからも継続した取組みと充実が必要である。 

介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における議論の中間整理（ 概要)

総合事業の充実に向けた基本的な考え方

○ 2025年以降、現役世代が減少し医療・介護専門職の確保が困難となる一方で、85歳以上高齢者は増加していく。また、こうした人
口動態や地域資源は地域によって異なる。

○ こうした中、高齢者の尊厳と自立した日常生活を地域で支えていくためには、市町村が中心となって、医療・介護専門職がより専門性を
発揮しつつ、高齢者や多様な主体を含めた地域の力を組み合わせるという視点に立ち、地域をデザインしていくことが必要。

○ 総合事業をこうした地域づくりの基盤と位置づけ、その充実を図ることで高齢者が尊厳を保持し自立した日常生活を継続できるよう支
援するための体制を構築する。

85歳以上人口の増加 現役世代の減少

地域で暮らす人やそこにあるものは地域によって様々

高齢者を含む
多世代の地域住民

NPO・企業など
の多様な主体

介護事
の専門

業者等
職等

市町村

で総合事業
地域の力を
組合せる

強み

強み強み

強み
様々な活動

専門的な支援 社会参加・
つながり

地 域 共 生
社会の実現

介護予防・
認知症施策

※ 85歳以上になると要介護
認定率は上昇

※ 専門人材等の担い手不足が
進行

地域の力を引き出し地域づくりをプロデュース

12



Ⅳ 資料(抜粋) 

研修会資料 

協働について 

社会福祉連携推進法人リガーレ(京都) 山田尋志氏   P14～P35 

社会福祉連携推進法人ジョイント＆リップル 小笠原嘉祐氏  P36～P54 

国の取組み 

厚生労働省老健局総務課課長 江口満氏   P55～P75 

生活支援 

(一社)やまがの恩送りの会理事 田河正行氏     P83～P91 

勉強会資料 

地域コーディネーターの具体的取組(岡安氏資料) 

社会福祉法人共友会(石川県小松市) 事務局 岡安努氏   P76～P82 

当連絡会での協働化の可能性について   (Ⅲ確認したこと・見えてきたことに整理) 

次年度に向けて   (Ⅲ確認したこと・見えてきたことに整理) 

下記は江口課長資料等と重なるため省略 

本年度計画について(略) 

検討会資料(略) 

介護保険制度改正について(略) 
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実践の背景・⽬的・事業概要 

【取り組みの背景】 
• これまで、障害福祉サービスである就労継続⽀援（A 型・B 型）や相談⽀援（加

賀市・⼩松市委託）を実施してきた。そうした中で、特に、ひきこもり状態にある
者は、医療機関につながっていないことや、障害者⼿帳の対象とは限らない等によ
って、各種制度へのアクセスが困難な場合があり、本⼈や家族が孤⽴しているとい
う地域課題をキャッチした。

• また、県や市として⽣活困窮者やひきこもり状態にある者の相談窓⼝が設置され
つつあるが、当該者の課題をキャッチしやすい障害者相談⽀援事業所や地域包括⽀
援センター等においては、ますます、専⾨の相談窓⼝や、ひきこもり状態にある⼈
の活動（学習・就労等）の場所へつなぎたいとするニーズを把握した。

【取り組む理由】 
• 当事業所は令和 6 年 11 ⽉より⼩松市の委託を受け、ひきこもり状態にある者等、

何らかの⽣活のしづらさを抱えた者を対象に就労の場の提供を実施することとし、
これまで 50 件ほどの相談を受け、現在、4 名の⽅が当該事業を活⽤して仕事をして
いる。

• そうした中で、当会が事業に取り組む理由は、以下の４点からである。
① ひきこもり状態のある者の就労の場の提供はしているが、本⼈・家族の就労も含む

あらゆる相談を総合的に受け付ける「相談窓⼝」として機能していないことと、当事
業所に安⼼して相談ができる⾯接室等の環境が整っていないため。

② 就労につながる前の、学習⽀援の機会や居場所の提供の必要性があると考えるが、
取り組めていないため。

③ 相談経路は⼩松市役所からが多く、関係機関とのネットワークが脆弱なため。
④ ひきこもり状態にある者やその家族から直接相談がなく、情報発信が不⾜している

ため。

【⽬的・事業概要】 
• ひきこもり状態にある者等の多様なニーズに応じることを⽬的に、
① 相談⽀援の実施と⾯接室整備
② 学習⽀援（学齢期の学習や⽣涯学習を含む）の場や居場所の設置と学習室整備
③ 関係機関との連携強化を図るための、⽉１回程度の定期的な連絡会開催
④ ご本⼈やご家族が当事業所を活⽤しやすいようホームページの開設
を⾏い、当事業所が相談⽀援から居場所や学習⽀援、就労の場の提供まで⾏える機
関として充実を図る事業とした。
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１）相談者⼀覧

２）⼀覧の集計とポイント・課題

相談⽀援の実践事例 
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1. 3 年間の事業を終えて

令和元年度から令和 3年度まで、3 年間「やまがの介護協働推進ネットワーク」の活動
を行ってきた。 
中山間地での人口減少、とりわけ労働力人口の激減と要支援者は当面増加する状況の中

で、「地域での介護を守る」ための取り組みであった。コロナ禍で集合しての会合も研修
会もままならない中で、Webを活用し一歩一歩理解を広め実践してきた。 
令和 3 年 9月の山鹿市内の居宅サービス事業者(回答 32 事業所)へのアンケートで、下

記の現状が明らかになった。 
〇介護現場の人材不足は深刻である。直近に足らなくなる事業所が半数に上る。 
〇今後の人材確保も大変心配な状況である。 
〇スタッフの平均年齢も 50 歳台が多くなっていて、60 歳台のところもある。 
〇5 年後、10 年後にはさらに厳しくなる。 
〇事業は現在を継続したいが、不安な状況である。 
〇将来廃業や縮小が必要になるところもある。統合化も考えられている。 
〇この状況を打破するために取り組みを行っているが、事業者だけでは限界。 
また、次のような意見も多くあった。 

○このままでは、働き手が不足して事業を縮小するしかない。スタッフの数に合わせて事
業を行うしかない。もう地域のことを考える余裕はない。
○軽度の方も重度の方も同じようにサービスを利用している。総合事業は、軽度の方は住
民や多様な支援に移行するものではなかったか? 従前の訪問や通所介護相当サービスを減
らす必要がある。住民主体の支援に切り替えるべき。
○行政は自分の地域の将来像がどうなるかしっかり考えて、支援してほしい。
(資料編「山鹿の介護を考える集い」参照)

 こうしたことを解決するためにネットワークとして、山鹿市行政との勉強会や市会議員
の皆様への働きかけをも行った。残念ながら山鹿市行政の取り組みは遅々として進んでい
ない。 
 しかし、住民の皆様の生活支援サービスが実働し、若干ではあるが担い手もつくられ配
食や家事支援、買い物等が実施されるようになった。 
また、本年度も「これからの介護を考える連続研修」を行い多くの参加があり、事業所

の皆様のスキルアップにつながった。 
そして本ネットワーク事業の一番の成果として、本事業の目的でもある「生活支援を担

う地域住民の法人」の設立が本年 3 月実現できた。住民の皆様と本ネットワークのメンバ
ーで創る新たな法人である。これからの山鹿の介護を支えるひとつの礎になるものと確信
している。3年間の取り組みはこれで一旦終了するが、引き続き実践は続いていく。 

山鹿市「地域の介護を守る」ネットワーク事業
令和 3 年度
「やまがの介護協働推進ネットワーク」事業報告書より(抜粋)
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2. 事業の目的

[現状についての認識] 

〇 職員募集を行っていても、求職者 0 
若い方々は、熊本市内や他県へ行く 
介護が必要な方は、しばらくの間増加する 
しかし、介護を担う人材は減少する 
既に訪問介護では利用者の受け入れが困難になってきている 
スタッフ不足で事業所を閉鎖するところも出てきている

介護人材は確保できるのか?! 

現在 10 名で行っている介護を 6 名で行う世界へ 
これから山鹿市では、「要介護になりました。介護保険のサービスを受けたい」となって
も「介護サービスは一杯です。サービスは提供できません」となる可能性がある。 

介護崩壊??? 

※事業者は自らの事業所を守るために、不採算のところは切捨て、確保できているスタッ
フでできることのみを行う
地域の介護を守ることはできなくなる・・・・ 

⇒地域の介護を守るために協働した取組が必要

山鹿市では、本年 2 月人口が 50,000人を切った。とりわけ今後 20 年間生産年齢（15-64
歳）人口は急速に減少し続け現在の 55%程度となり働き手が減少する。一方で要介護リス
クが高くなる後期高齢者（75 歳以上）人口は 2030 年にピークを迎え、しばらくはゆるや
かにしか減少しない。それに加え、単身世帯・高齢者のみ世帯が増加し、生活支援ニーズ
は増加する。このまま放置すれば地域の介護は崩壊する。

 これまで山鹿市では認知症サポートリーダーや生活支援コーディネーターの育成が行わ
れてきた。これらの力を合わせて、新たな力を掘り起こし、地域の総力で地域の介護を守
る取り組みへ発展させることが今問われている。 
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[事業目的] 
・地域の総力で、地域(の介護)を守るために、介護の初期段階から「地域で介護する」風
土つくりを行い、市内の介護事業所が協働し、広い意味での介護人材を確保することを目
的とした。
バラバラではなく、行政・住民と事業所が協働するために、地域づくりに取り組んでい

る法人が、手を結び一体になったプラットホーム「やまがの介護協働推進ネットワーク」
をつくり、一昨年度、昨年度に引き続き協働での人材育成を行い「地域の介護を守る」取
り組みを行い、住民主体の生活支援を担う法人を立ち上げる。   

※山鹿市の人口は減少し、令和４年 2月に 50,000人を切ってしまった。

山鹿市の人口推移（2015年を100とした場合）

5

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年3月推計）」
※2015年を100とした場合の2045年までの推計値
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取り組みの意義 
介護の初期段階から「地域で介護する」風土つくりを行い、専門職の効率的な活動へつな

ぎ「地域の介護を守る」地域の取り組みへ発展させる。(地域一貫型の在り方) 
現在でも山鹿市の介護事業所では、スタッフが全市で不足していて求人しても応募がな

い状態となっている。とりわけ訪問介護では顕著である。今後この不足は続き、10 年後に
はスタッフ数は 60～70%になるが、そこを全要支援・要介護者に対する生活支援サービス
を住民の皆様の力で整備することにより、介護崩壊を防ぐものである。(下図) 

地域共生社会づくりの基本は「参加と協働」であり、多様な地域住民を包み込んでいく「社
会的包摂」の視点が重要。地域共生社会とは多元的な社会・排除しない社会であり、地域包
括ケアネットワークはそのための重要なツールとなる。 
：多様な地域資源を活用した「コミュニティビジネス」としての生活支援サービスの創出 
：住まいの多様化による居住保障 
：個人支援＋地域支援＝地域全体の人的・物的資源を活用する「地域マネジメント」 
といった課題に今から取り組むべきであり、行政や医療・介護保険者の役割についても再定
義を進めていく必要がある（フルセット主義から地域デザイン機能へ） 

全世代型社会保障構築会議(2022 年 3月 9 日) 構成員(香取照幸氏)意見より 

要介護5

要介護1

要支援
総合
事業

現在 近い将来

介護

要介護にも
総合事業を

総合
事業

私たちが考える生活支援
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      新法人担い手募集 山鹿市の全世帯へ求人チラシ配布 

生活支援を担う住民主体の法人への参画を募るチラシを新聞のチラシで広報する。 

この広報で、関心のある方々の参画があり、3月の法人設立に向かう。 
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通年 生活支援の活動 
   研修修了者は、実習後、生活支援のモデル活動を行う。 
   掃除や買い物、ゴミ出し、炊事等及び配食サービス(食事づくり&ご自宅への配食)

を担うこととなる。 
モデル活動としての生活支援 5名で延べ 1,185時間、他に配食サービス 8名
モデル活動後は、事業所とマッチングして、継続就労していただいている。
今後住民主体の法人での実活動の担い手として活躍予定。

ネットワーク参加の法人は下記の通り
〇山鹿市の 10 法人がチームを創り、また山鹿市社会福祉協議会も事務局として力をいた
だき、新たな事業所の参加も呼びかけ推進した。 
ネットワーク参加の事業者名（法人名）    運営施設等  
1 NPO 法人よんなっせ山鹿 ○小いつでんどこでん 
2 社会福祉法人山鹿むつみ福祉会 特養 チブサン荘 
3 NPO 法人やまが元気倶楽部  デイ やまが元気倶楽部 
4 NPO 法人ビハーラ鹿北  ○小かほく 
5 NPO 法人くたみ渋うちわ会 デイ ゆた～と  
6 ＮＰＯ法人ブレス 障害 ブレス  
7 株式会社 大智会 ○小岩原の郷 
8 有限会社 あい   グループホーム 大道 
9 社会福祉法人菊寿会 特養 矢筈荘 
10 NPO 法人コレクティブ  ○小いつでんくるばい 

※ 2～8 および 10 は、山鹿市生活支援コーディネーター(第 2 層)配置の法人

今回募っている皆様が中心になり

「山鹿の介護を守る」力を集める

バックアップの事業所・法人

山鹿の安心を創る法人

協力いただける
市民の皆様

今回目指している取り組み

やまがの恩送りの会
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